
は じ め に

郷鎮企業とは農村に立地する非農業部門の総

称であり，大まかには，郷村政府が経営する集

団所有企業と（注１），改革・開放後，農民が単独

あるいは共同で興した非公有企業とに分類され

る［厳１９９３］。前者の名目的な所有者は郷村の

住民であり，後者の実質的な所有者は個人であ

る。この表現には若干の注釈が必要であろう。

歴史的にいえば，社会主義体制下の中国にあ

って，あらゆる企業・会社組織は公有制が建前

である。したがって，非公有企業のオーナーは

会社組織を�赤い傘�の庇護の下に置き，政治

からの干渉を忌避する。つまり，集団所有を装

いながら実質的には私的所有を堅持する［Wal-

der and Oi 1999］。一方，集団所有企業のオー

ナーは，その創業の経緯から見て郷村に本籍を

有する住民（農民）である。しかし，企業の経

営権を実際に掌握しているのは郷村政府の幹部

（党書記，党支部書記を中心とする行政組織のメン

バー）であり，一般住民には企業剰余に対する

請求権もなければ，企業資産を処分する権利も

ない。したがって，彼らの所有権はあくまで名

目的なものにすぎない。

江蘇省南部を発祥地とする�蘇南型�郷鎮企

業は，設立当初から私有制をとっていた会社組

織――たとえば�温州（浙江省）モデル�や�珠

江（広東省）モデル�に代表される企業群――

と，さらに以下の点で鋭いコントラストをなし

ている。すなわち，�蘇南モデル�のなかには，

人民公社時代の社隊企業を前身とするものがあ

り，そこでは郷村幹部の指導の下，集団農業の

余剰が企業の設立資金に供された［Lin and Yao

1999］。その結果，企業と郷村政府は一体化し

た存在であり，国有企業に近い所有形態を有し

ていた。一方，�温州・珠江モデル�の経営主

体は設立当初から個人であり，地方政府の介入

も�蘇南モデル�に比べて微弱であった。集団

による蓄積は概して弱く，企業の設立資金とし

て利用されたのは，商業資本や華僑（外国）資

本であった。

ところで実態を広く見聞すれば，こうした企

業区分が１９９０年代以降，その有効性を失いつつ

あることに気づく。�小平の�南巡講話�（１９９２

年）を契機として，経済自由化の動きが再加速

するなかで，企業の所有権改革が全面的に進行

し，最近に至っては，私有企業の存立基盤が政

�蘇南型�郷鎮企業の所有権改革と生産効率の変化

い とう じゅん いち

伊 藤 順 一

はじめに

Ⅰ 企業統治と効率性

Ⅱ 所有権改革の動因

Ⅲ 生産効率の変化

結 論

�アジア経済�XLIV―１１（２００３．１１）
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治的な理念としても確立したからである。

通説に従えば，所有権改革の根拠は，公有企

業に対する私有企業の効率面における優位性で

ある。旧共産主義国家の公有企業は過剰な労働

力を抱え，またその曖昧な所有権ゆえに，エー

ジェンシー問題に起因する資源の浪費を被りや

すい。私有化は企業内部の誘因構造を変化させ

ながら，雇用水準を適正化させ，生産性の向

上に資すると考えられているのである。実際

に，中国を対象とした多くの先行研究（たとえ

ば，Jefferson, Rawski and Zheng（１９９６），Jefferson

and Singh（１９９９），Zhang and Zhang（２００１））は，

国有企業とそれ以外の企業群（郷鎮企業，私有

企業）の消長を，所有形態の差異に帰着させて

論じている。ただし上の文脈に即していえば，

問題となるのは所有権移転にともなう効率性の

変化であって，所有形態の異なる企業間に存在

する効率性の格差ではない（制度変化の影響を

論じた研究としては大塚・劉・村上（１９９５），丸川

（２００２），劉（２００２a），Li and Rozelle（２０００））。い

うまでもなく，企業間の比較効率性と所有権を

改革した企業の生産性の変化とは，まったく別

のテーマとして俎上に載せるべきである［Vick-

ers and Yarrow 1991］。

そこで本稿では，以下の設問に答えながら，

郷鎮企業の所有権改革と企業成果の関係を検討

する。すなわち，集団所有企業のコーポレー

ト・ガバナンスのどこに問題があり，国有企業

に先行する形で進展した所有権改革は，それを

どのように変えたのか。地方政府は，なぜ集団

資産を民間に売却したのか。私有化にともなっ

て，公有企業の生産効率は改善したのか。

本稿の構成は次のとおりである。第Ⅰ節では，

集団所有企業のガバナンスを，雇用決定，競争

条件，誘因，予算のソフト化，コミットメント

の軟化といった観点から考察する。第Ⅱ節では，

所有権改革の実際を概観し，その動因を地方財

政との関連で論ずる。第Ⅲ節では，調査地およ

び調査結果の概要と分析のモデルを紹介し，そ

の推計結果を検討する。最終節が本稿の結論部

分である。

Ⅰ 企業統治と効率性

中国郷鎮企業の統治に関する代表的な議論と

しては，Aoki（２０００）の�郷村政府持株会社

論�や Oi（１９９９）の�地方政府コーポラティズ

ム論�（local state corporatism）などが挙げられ

る（注２）。いうまでもなく，彼らの問題意識の根

底には改革・開放政策以降における郷鎮企業の

急成長がある。持続的な経済成長には安定した

取引契約を保証する私的所有権の確立が不可欠

である［North and Weingast 1989］。にもかか

わらず，それを曖昧に定義している郷鎮企業が

高度成長を遂げた理由は何かという問いかけで

ある［Naughton 1994］。本節では，以下に掲げ

る４つの観点から，集団所有企業のガバナンス

を定性的に検討し，効率性比較のベンチマーク

を据える。

１．雇用決定

中国共産党は，過去半世紀の間，�戸籍（戸

口）管理制度�（１９５８年公布）の下で，農村住民

の住居変更，とくに農村から都市への移住を厳

しく制限し，農村内では郷鎮政府（人民公社）

が，農民の職業選択の自由を剥奪していた。そ

の代償措置として，郷鎮企業には地元住民の雇

用機会を保証するといった責務が課せられてい

た。具体的には，郷村幹部が企業に対して，地
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元住民を優先的に雇用しながら，就業機会が家

計間で平等になるように指導してきた［Meng

1990, 315]。工場長は郷村政府の許可なく余剰労

働力を解雇することさえできず，農村住民も郷

鎮企業の名目的なオーナーとして，そこでの就

業を当然の権利として捉えていた［Kung 1999,

105]。一言でいえば，集団所有の郷鎮企業は，

独立した経済単位というよりは，多くの余剰人

員を抱える政府直属の工場というべき存在であ

った。

過剰就業は旧共産主義国家の公有（国有）企

業が直面していた最も深刻な問題のひとつであ

る。中国郷鎮企業に関していえば，Gregory and

Meng（１９９５），Weitzman and Xu（１９９４）が，

過剰就業仮説を検証する一方で，Murakami, Liu

and Otsuka（１９９６），本台・羅（１９９９）は１９９０

年代にはいり，こうした問題がすでに解決した

事実を明らかにした。

２．競争条件の確保（注３）

中国国有企業の生産効率を分析した Lin, Cai

and Li（２００１）は，競争条件の確保が企業の効

率性を改善する上で，最も重要な要素であると

述べている。経済学の伝統的な考え方に従えば，

競争市場はプライス・リーダーの存在を認めず，

企業の自由な参入・退出が超過利潤を消滅させ

る。同時に，生産者間の競争は企業の淘汰と資

源の効率的な利用を促す。

表１は郷鎮企業に関する主要な経済指標を，

郷鎮企業の高度発展地域である江蘇省，浙江省，

広東省と全国平均を対比させる形で示した結果

である（この３地域で２０００年郷鎮企業総生産額の

３割を占める）。江蘇省の利潤率は３地域のなか

で最も低く，近年では１０％を下回る水準にまで

低下した。それに呼応するかのように，１９９０年

から９９年の間に，２０％弱の企業が退出したか，

合併の対象となっている。江蘇省の輸出割合は

広東省には及ばないまでも，全国平均値を大き

く上回り，１９９０年代前半に大幅に上昇した。郷

鎮企業はその創設期において，農業用資材や日

用雑貨品を地元市場に供給する存在にすぎなか

ったから，市場の拡大は企業発展の証と考えて

大過ない。集団所有企業の生産額割合について

は，序節で指摘したとおり，企業所有権の�看

板�と実態との乖離が大きく，額面通りに受け

取ることはできない。しかし，私有企業の経済

活動が合法化された最近年ほど，データの信憑

性は高まると考えられる。また，株式合作企業

が集団所有企業に分類されているから，数字が

示す以上に，所有権改革が全国的に進行しつつ

あると考えて間違いない。

郷鎮企業の競争条件は政府の介入政策とも深

く関係する。周知のとおり，かつて農村工業は

計画経済の対象外であったけれども，国家に代

わり地方政府が様々な方法で企業の育成・発展

に関与してきた。具体的には，特定企業に対す

る販路の保証，原材料・資金の調達，優遇的な

税制措置，技術・市場情報の提供などである。

また県政府の幹部は銀行の経営・人事に介入し，

地方の金融システムそのものに隠然たる影響力

を行使していた［Guo 1999, 87; Kung 1999, 99;

Oi 1999, 71; 田島 2000, 98］（注４）。とくに郷鎮企

業に対する信用が著しく制限されていた１９８０年

代から９０年代初頭にかけて，無担保融資・補助

金の割当は彼らの裁量であったといわれている。

さらに，郷鎮企業と生産ラインが重複する私有

企業に対しては，県および郷政府が営業許可証

の交付停止，営業料金の追加徴収，信用の外部

制限などを通じて，合法的な営業を妨害してき
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た［Whiting 1999, 194］。要するに，郷鎮企業

は地方政府の関与により，私有企業に比べては

るかに緩い競争条件下に置かれていたといえる

だろう。しかしその一方で，地元政府は税・上

納金の徴収とは別に，諸経費の弁済（�攤派�

＝冥加金）を郷鎮企業に対して強いてきたから

［Song and Du 1990, 350］，政府の関与は必ずし

も保護と同義ではない。

筆者の理解では，改革・開放直後の郷鎮企業

経営に対する政府介入を，国有企業との対抗関

係のなかで，積極的に評価する論調が支配的で

ある。たとえば，個人の資金・リスク負担能力

に限界があった１９８０年代初頭，政府の保護・育

成政策が企業発展には不可欠であったとする意

見［趙 1998, 170―172］，あるいは，農村工業の

黎明期，幹部の人脈が企業の販路・原材料を確

保する上で最も有効な手段であったとする意見

などである［Chen and Rozelle 1999, 531］。指令

性経済下での市場の取引費用が，国家計画外の

経済主体にとって禁止的に高価であったことは

想像に難くない。とすれば，郷鎮企業の競争条

件は国有企業に比べてはるかに過酷であったと

いえるだろう。

３．企業成長に対する誘因

Oi（１９９９）は�地方政府コーポラティズム

論�のなかで，集団所有の時代から郷鎮企業に

表１ 郷鎮企業の構造と成果

企業数指数（１９８７＝１００） 利潤率（％）

全国 江蘇 浙江 広東 全国 江蘇 浙江 広東

１９８７ １００ １００ １００ １００ ２５ １４ １６ ２７
９０ １０６ １０６ １０３ １０１ ２１ ７ １０ １８
９５ １２６ ９３ １４７ １２２ ２５ １１ １７ １４
９６ １３３ ９２ １８８ １２３ ２４ １０ １７ １４
９７ １１５ ８７ １９３ １２０ ２２ １１ １７ １２
９８ １１４ ８９ １９４ １１９ ２１ ９ １７ １３
９９ １１８ ８７ ２１４ １１９ ２２ ９ １８ １４

輸出割合（％） 集団所有企業の生産額割合（％）

全国 江蘇 浙江 広東 全国 江蘇 浙江 広東

１９８７ ３ ４ ４ ７ ６８ ８９ ８４ ６７
９０ ５ ７ ８ ７ ６５ ８７ ７９ ６６
９５ ８ １６ ９ ２１ n. a. n. a. n. a. n. a.

９６ n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a. n. a.

９７ ８ １４ １０ ２４ ４９ ７２ ４８ ６５
９８ ７ １３ １０ ２０ ４５ ６８ ４２ ５７
９９ ７ １２ １１ ２０ ４０ ６０ ３９ ５２

（出所）�中国郷鎮企業年鑑�，�中国統計年鑑�。
（注）１９９０年は期間最大の不況期にあたる。利潤率は超過利潤を固定資本額で除した値。輸出割合は総生産額に

占める輸出割合。
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は，企業成長に対する強い誘因が存在していた

と述べている。彼女は企業の実質的なオーナー

である郷村幹部の給与，役職，昇進が地元の経

済成果と強く連動していること（注５），および財

政請負制度の下で，彼らが地元経済の振興に強

いインセンティブを持つことなどを指摘してい

る（注６）。財政請負制度とは中央政府が省から郷

に至る地方政府に，税金の徴収義務を負わせる

代わりに，中央への上納を一部免除し，地方政

府に留保を与えるという制度である。またこれ

と併せて，地方政府に裁量権が与えられていた

予算外資金の存在が，郷村幹部の企業成長に対

する誘因を鼓舞したと考えられる（注７）。さらに

Oi（１９９９，１９），Song and Du（１９９０，３４７）は，

改革・開放と同時に実施された農業生産戸別請

負制が，郷村幹部の企業家精神を醸成したとも

述べている。つまり，生産請負制の導入により

農業所得の残余請求権が地方政府から農民に移

転したため，郷村政府の財政は逼迫し，行政機

能は一時的に低下した。しかし，失地回復を意

図した地方幹部が，農村工業の振興に邁進した

というのである。まとめると，郷村幹部は元

来，地元経済の振興に対して強いインセンティ

ブを持っており，それが分権的な財政制度と農

業の生産請負制とに触発され，郷鎮企業の発展

となって結実した。したがって，Oiは集団的

な所有形態が企業成長の障害となることはあり

えないと論断する（同様な議論としては Rawski

（１９９９），Rodrik（２０００））。

ところで，企業成長に対する誘因は，効率性

の追求とは必ずしも一致しない。趙（１９９８，第

７章），Demurger（２００１）は，郷鎮企業の短期

的な成長を優先する資源配分が，企業の過剰投

資，産業インフラの未整備を結果し，それが企

業発展の桎梏となったと述べている。また，郷

鎮企業の成長率が低下し始めた１９９０年代以降，

企業内に蔓延する経営者責任の欠如，放漫経営

（いわゆる�国有企業病�）が俎上に上るように

なる［黄２００２，４０］。そしてそれは，以下に述

べる�予算のソフト化�，�事前契約に対するコ

ミットメントの欠如�を淵源とする。

４．予算のソフト化とコミットメントの軟化

郷鎮企業の予算は国有企業に比べてハードで

あり，私有企業に比べてソフトであると考えら

れている［Kornai 1980］。郷鎮企業の予算がソ

フト化する原因のひとつは，地方政府予算のソ

フト化にも関係する。前述した地方幹部の銀行

融資に対する政策介入，低利融資による財政赤

字の補填，使途限定資金の流用などがその根本

的な原因として挙げられる［大橋２０００，７３―７８］。

また，地方幹部は銀行の融資システムにも深く

関与していたから，契約履行に対する強制力が

働かず，債務の返済は時として交渉に委ねられ

たといわれている。国有銀行が商業化される以

前には，資金の供給側にも予算ハード化の誘因

が欠如していたが，広くいえば，金融システム

の財政に対する従属的な関係が，予算柔軟化の

根本的な要因であるといえるだろう。さらに，

企業予算がソフト化するより直接的な原因とし

て，地方政府の企業経営への介入が挙げられる。

具体的には，優良企業の上納利潤を不採算企業

の負債整理に充てるといった，cross-subsidizing

による集団的な企業管理は，個々の企業の予算

制約を軟化させる。またこうした行為自体が，

公有企業は破産しないという暗黙の了解を蔓延

させ，予算制約を弛緩させるに違いない。

事前契約に対するコミットメントについては

どうであろうか。私有化以前の郷鎮企業の工場
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長は，生産高，利潤，内部留保，労働者配当，

新規採用等に関する契約を地方政府と交わして

いた。先の Oi（１９９９）の論考に明らかなとおり，

企業の実質的なオーナーである郷村幹部には，

工場長や労働者の行動をモニターし，契約を履

行させる強い誘因が存在していたはずである。

したがって，この問題は企業所有権が分散化し，

公有企業に対する地方政府の監視能力が低下し

たときに顕在化すると考えられる。いいかえれ

ば，コミットメントの軟化は所有権の移行過程

に特有なエージェンシー問題であり，経営者が

経営権と残余請求権を同時に掌握している場合，

あるいは公有企業が完全に私有化され，法人税

制度が確立された暁には，そもそも問題とはな

りえない。さらにこの問題は，完備な契約を交

わすことが困難な状況下で，政府の企業に対す

る残余請求権が強固で，かつ企業収益の政府へ

の上納が事後的な交渉に委ねられるときに深刻

化する（注８）。なぜなら，利潤の最終的な分配が

郷村幹部の裁量に委ねられるとすれば，企業の

契約履行に対する誘因が損なわれるからであ

る。当然，企業目標は達成されず，パフォーマ

ンスは悪化する。典型的なホールド・アップ

（hold-up）問題の出現である［Grossman and Hart

1986］（注９）。

集団所有企業のガバナンスに関するここまで

の議論を要約しておこう。

�１ かつて�蘇南型�を典型とする集団所有

企業は，政府直属の工場として，農村に滞留す

る労働力を余剰人員として抱えていた。しかし，

こうした通説に対しては，１９９０年代以降に公表

された実証研究の結論が割れている。所有権改

革の影響についても判然としない。

�２ 中央・地方政府の介入政策を勘案すれば，

郷鎮企業の競争条件は国有企業に比べて過酷で

あり，私有企業と比べて緩やかであったと思わ

れる。一方，経過的に見れば，１９９０年代におけ

る利潤率の低下，市場の拡大といった事実から

判断して，市場競争は激化の一途を辿っている

と推察される。

�３ 郷村幹部は企業成長に対して強い誘因を

持っており，販路の保証，原材料・資金の調達，

市場・技術情報の提供，リスクの軽減等を通し

て，企業発展に多大な貢献をなしてきた。しか

しその後，経営権が工場長へ委譲される一方で，

残余請求権が郷村幹部に留まったため，予算の

ソフト化，コミットメントの軟化といったエー

ジェンシー問題が顕在化したと考えられる。

Ⅱ 所有権改革の動因

Demsetz（１９８３）によれば，企業所有権とは

経営権，資産売却権，残余所得請求権から成る

権利の束（a bundle of rights）である（注１０）。中

国郷鎮企業の所有権改革はこの�束�を解きほ

ぐし，徐々に民間へ移転させていくプロセスに

他ならない。いいかえれば，郷鎮企業の私有化

は一回限りのイベントではなく［Rawski 1999］，

所有権の段階的なトランスファーを特徴とす

る（注１１）。以下，その過程を概観しながら，所有

権改革の動因を検討してみよう。

改革の端緒は�工場長責任制�（１９８４年）に

まで遡る。その結果，経営権がほかの２つの権

利に先行して，郷村幹部から工場長へと移転し

た。雇用決定に関する権限も，徐々にではある

が，工場長へ委譲されたと考えてよい。資産売

却権は残余請求権の移転と同時に民間へと移転

したが，土地の売却権は県と郷政府の間で共有
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されており，私有化が進展した現在でも，企業

は工場用地の利用権を行使するにすぎない。残

余請求権の元々の帰属先については論者の意見

が割れるが［菊池１９９８］（注１２），その権利を実質

的に行使していたのは，企業の名目的な所有者

である農村住民や，経営権を保持していた工場

長ではなく，郷村幹部であった。なぜなら，企

業の税引き後の利潤は郷村政府の歳入として留

保され，その使途は郷村幹部の裁量に委ねられ

ていたからである［Putterman 1997］。

１９９０年代の所有権改革とは，この残余請求権

の政府から民間への移転を指すが（狭義の所有

権改革），それはまず，集団組織と経営者とが

残余請求権をシェアする状況（株式合作制）か

らスタートした。その結果，郷村幹部の影響力

を完全には排除できず，所有権の曖昧さが残っ

たわけである。しかし公共事業の実施主体であ

り，かつその財源の多くを地元企業の上納利潤

に依存する地方政府が，代替財源を確保する

ことなく集団資産を放棄することはありえな

い（注１３）。つまり集団所有の株式（集団股）の残

存は，税制が不備であることの必然的な結果で

あるといえる。その後，１９９４年に公布された分

税制と（注１４），予算外資金を含むすべての財政資

金を国家管理の下に置くことを定めた国務院通

達（１９９６年）により，企業と政府の関係は形式

上，納税者と徴税者の関係に転化した（�政企

分離�）。そしてこれを契機に，地方政府は集団

股の比率を低下させ（集団資産の売却），反対に，

企業経営者は株式の買い取りを進めたのであ

る（注１５）。

明らかに，所有権改革の深化は財政制度と関

係しているが，少なくとも２つの要素を分けて

考える必要があると思われる。ひとつは集団所

有企業のパフォーマンスの悪化である。すでに

表１に示されたとおり，郷鎮企業の利潤率は，

浙江省，広東省に比べて江蘇省で格段に低い。

黄（２００２，５９）の指摘にあるように，経常的に

欠損を生み，納税を免除され，資金援助の対象

となる企業が増加すれば，郷村政府の財政は逼

迫する。このような状況に直面した地方政府は，

収益性の高い企業を集団に残す一方で，業績の

悪化した企業の資産を売却し，財政負担を軽減

したといわれている［Walder and Oi 1999, 15］。

企業収益の悪化が私有化の先鞭をつけたと考え

てよいであろう。

もうひとつは税制改革による課税ベースの拡

大である。表２は�江蘇統計年鑑�を用いて，

財政収入の企業生産額に対する弾力性を計算し

た結果である。横断面の弾力性は歳入を被説明

変数，GDPあるいは第二次産業生産額を説明

変数とする回帰式の推計式から計算し，時系列

の弾力性は単純に変化率の比率として計算した。

横断面（県）データにもとづく弾力性は０．８～

表２ 歳入の弾力性

横断面 時系列

１９９０ ９５ ９９ ９０―９４ ９０―９９ ９５―９９

GDP １．０４ ０．８９ ０．９４ ０．６２ ０．８６ １．４９

第二次産業生産額 ０．８０ ０．７５ ０．７６ ０．５４ ０．８４ １．７５

（出所） 筆者作成。
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１．０の範囲にありトレンドも見出しがたい。一

方，時系列データにもとづく弾力性は，１９９０～

９５年と９５～９９年の間に断層がある。ここで，財

政収入が正規予算の歳入のみを指し，かつ分税

制が１９９５年頭から施行されている事実を念頭に

置けば，弾力性の上昇は予算外資金が税財政改

革後に，正規の租税として会計上表面化したこ

とを示唆する。反面からいえば，財政請負制の

時代，地方政府は上級政府への上納金を過小に

申告し，それを自身の予算外資金へと繰り入れ

ていたのである（注１６）。

こうした財政システムが企業発展を刺激し，

地域経済の振興に寄与した点についてはすでに

述べたが，財政の再集権化を意図して導入され

た分税制は，地方政府を無産化することで，企

業の集団所有そのものに重大な影響を及ぼした。

すなわち，税法が整備・強化され，正規予算の

徴収範囲が拡大するに至り，地方政府は郷鎮企

業を自ら所有する法的な根拠と経済的な動機を

失ったのである（注１７）。したがって，中国の税財

政改革は企業の所有権改革を制度的に補完して

いたことがわかる。また，財政資金の徴収，支

出における地方政府の裁量的な行動が，企業予

算のソフト化，コミットメントの軟化の根本原

因であったから，税財政改革は企業内のエージ

ェンシー問題の解決にも寄与したと考えてよい

であろう。

Ⅲ 生産効率の変化

１．企業調査の概要：調査地と調査結果

筆者は江蘇省社会科学院農村発展研究所の協

力を得て，郷鎮企業１００社を対象とするデータ

収集を，江蘇省无錫市宜興市（県級の市）で行

った（注１８）。宜興市は太湖の西岸，南京市と上海

市のほぼ中間に位置し，南部で浙江省と安徽省

に接する蘇南の工業県である。人口は１０８万人，

その内農村人口は７６％を占める。市内の企業数

としては６７５８（うち，国有企業および売上高が５００

万元以上の企業数としては４５１）にのぼり，GDP

に占める第二次産業のシェアは５７％に達する。

１人当たり GDPは江蘇省平均のほぼ１．５倍（１

万６１５８元）であるが，近隣の江	市，錫山市に

比べると経済水準はやや劣る（数字はすべて１９９９

年，出所は�江蘇統計年鑑�）。

調査対象企業を創業年別に見ると，１９７０年代

以前が１５社，８０年代が３７社，９０年代が４４社であ

る。すべての企業が所有権の変化（私有化）を

１９９０年代央に経験している。２０００年時点で，生

産・販売，投資，雇用，賃金といった経営戦略

を，地方政府との協議の上で決定していると答

えた企業は３社，残りの９７社は政府の介入を否

定している。また現経営者の前職としては，重

役・部長クラスと市場部門と答えた企業が同数

で３２社，一般管理職が１４社，技術部門，研究部

門，一般労働者と答えた企業はそれぞれ１割に

満たない。

企業の概要を業種別に表３に示した。表示は

されていないが，賃金の支払い方法としては，

�基本給�と答えた企業が１社，約２割の企業

が�基本給と出来高�，残りはすべて�出来高�

をとっている。また同表より，繊維工業の平均

企業規模（付加価値額，雇用労働者数）が他業種

（その他製造業，金属・非金属工業，化学工業）に

比べて大きいことがわかる。資本・労働比率は

繊維工業が最も高いが，業種間に顕著な差異は

認められない。立地条件（近隣の鎮城および高

速道路の入口までの距離）も，化学工業を除き
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差異はなく，企業経営者の勤続年数も平均的に

はほぼ同じである。

生産物の出荷先としては省外がほぼ半分，繊

維工業，金属・非金属工業では海外シェアが２５％

を占める。ちなみに，１９９９年における郷鎮企業

の海外出荷率は，全国平均で７％，江蘇省平均

で１２％である（表１）。株式の保有状態につい

ては，代表取締役の割合が６割に達し，一般労

働者の保有率は８～２０％，地方政府の割合はさ

らに低く１０％以下である。既述のとおり，株式

の集中が急速に進行しているといえる。また，

地元（村）の出身者のみを一般労働者として雇

用している企業は意外に多く４３社にのぼった。

その結果，表に示したとおり，一般労働者に占

める村外出身者の割合は，いずれの業種でも２

割に満たない（注１９）。

表３ 標本企業の概要

繊維
繊維以外
の製造業

金属・
非金属

化学

標本数 ３５ ２９ ２５ ７
付加価値額（万元） ５５４

（１，００８）
２２５
（３６０）

３６２
（８６０）

２１７
（１９５）

雇用者数 ２１４
（２５７）

１１０
（１３０）

１０４
（１１７）

８６
（７９）

平均賃金率（元） ７，６９５
（２，６６７）

７，５６１
（３，２３２）

７，５９４
（１，８９９）

７，８７６
（２，１６３）

固定資本（万元） １，５４７
（３，９２０）

５７１
（７６８）

７５９
（１，７０５）

４４７
（３５４）

鎮城までの距離（km） １６
（９）

１４
（１０）

１４
（１２）

３６
（１５）

高速道路入口までの距離（km） １１
（１３）

１０
（１２）

１１
（１２）

３５
（１３）

経営者としての勤続年数（年） １２
（６）

１１
（６）

１４
（７）

１２
（５）

生産物市場シェア（％）
国内・省外 ３６

（２６）
３５
（３６）

３１
（３４）

６７
（２０）

国外 ２１
（３５）

７
（２３）

２５
（４０）

０
（０）

株式所有割合（％）
地方政府 １０

（２４）
７

（１６）
１

（３）
１

（４）
取締役 ７１

（３０）
８０
（２６）

８１
（２６）

７８
（１９）

代表取締役 ５３
（２９）

６８
（３４）

６４
（３１）

５９
（１３）

一般労働者 １５
（２０）

１１
（２０）

８
（１６）

２１
（１９）

非地元住民の雇用割合（％） １６
（２０）

８
（１５）

１９
（２）

１３
（１８）

（出所） 筆者作成。
（注） かっこ内は標準偏差。

������ ����������������������������研 究 ノ ー ト

50



２．生産関数

生産関数を用いて，企業の雇用決定および生

産効率の変化を分析する。生産関数

q＝f（l，k，t） �１

の output（q）は�江蘇統計年鑑�に記載があ

る業種別生産物価格指数を利用して，実質付加

価値額で測った。inputは労働者数（l），実質

粗資本ストック額（k）である。時系列（１９９５

～２０００年）データを含むため，時間（t）を説明

変数として加えた。

生産関数には以下の説明変数を追加した。ま

ず立地条件に関するものとして，近隣の鎮城ま

での距離（km），高速道路入口までの距離（km），

工業団地ダミー（当該企業が団地内に立地する場

合を１，そうでない場合を０）である。また，企

業が直面する市場の競争状態を表わす指標とし

て，ここでは省外出荷比率をとった。この比率

が高いほど，当該企業は市場競争に強く晒され

ていると見なす［Ng and Seabright 2001］。

上に掲げた externalな要素の他に，生産性

を左右する internalなファクターとして，次の

ものが挙げられる。まず経営者の属性，すなわ

ち教育レベル（最終学歴が高卒以上を１とするダ

ミー変数）と経営者としての勤続年数（年数を

１０で除した値）である。経営者が女性である企

業は４社にとどまったため，性別は無視した。

私有化した年以降を１とするダミー変数は，狭

義の所有権改革（すべての残余請求権の民間への

移転）と生産性の関係を捉えるためのものであ

り，本分析にとっては最も重要な変数のひとつ

である。私有化のイニシアティヴを表わすダミ

ー変数（地方政府が私有化を主導した場合を１，

経営者が私有化を主導した，あるいは両者の協議

による場合を０）は，私有化が業績の悪化した

企業から着手される傾向にあるという通説（第

Ⅱ節）を検証するためのものである。ちなみに，

本サンプルについていえば，郷村政府よりも県

政府が私有化を主導したと答えた企業が圧倒的

に多い。銀行借入の有無を表わすダミー変数

（有りが１）は，企業成果に及ぼす融資の影響

を捉えると解釈できる一方で，与信サイドに立

てば，別の因果関係をも無視できない。郷村幹

部の銀行経営に対する不当な介入が排除されて

いれば，企業パフォーマンスの良否が融資の決

定を左右するからである。ちなみに，銀行借入

のある企業はほぼ半数の４６社に達し，借入金

利としては最低で５．４％，最大で９．１２％と比

較的低利であったが，７割の企業が外部制限

（capital rationing）の存在を認めている。

３．生産関数の推計と雇用決定

�１式の生産関数を以下のトランス・ログ（trans

log）型で特定化する。

lnq＝αO＋αLlnl＋αKlnk＋αtt＋βLKlml lnk＋

βLt tlnl＋βKt tlnk＋
１
２［βLL（lnl）２＋βKK（lnk）２＋βttt２］ �２

また，労働の分配率λ（＝wl/pq）を次式で表

わす。

λ＝αL’＋βLK’lnk＋βLt’t＋βLL’lnl �３

いま，単純仮説

Ｈ：αL＝αL’，βLK＝βLK’，βLt＝βLt’，βLL＝βLL’

が棄却されると，労働投入に関する利潤極大化

仮説は支持されない。パラメータの推定は生産

量，労働投入を内生変数と見なし，�２ �３式の

同時推計により行う。推計は対称性の条件を先

験的な制約とした上で，最初に２本の方程式を

最小２乗法により個別に推計し，そこで得られ

た推定値を初期値として，最終的には最尤法を

用いた。パネル・データを用いたため，固定効
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果を考慮した。時系列の期間が６年と短いため，

定常性に関する検定は行っていない。なお，化

学工業については十分な自由度が確保できず，

推計を断念した。表４に示すとおり，単純仮説

Hは相当に高い有意水準でも棄却されなかった。

そこで H制約の下で生産関数を再推計し，そ

の結果を表５に示した。推計された生産関数は

準凹性の条件を満たし，決定係数も十分に高い。

ところで，単純仮説 Hの肯定は，利潤極大

化仮説の妥当性を必ずしも保証しない。そこで，

労働を識別する変数として，郷鎮別１人当たり

の農民年間収入（資料の出所は�宜興市統計年

鑑�）を用い，操作変数法によって生産関数を

再推計し，推定結果の頑健性を確認した。その

結果，p（∂f ／∂l）／w の平均値としては，繊維で

１．４５，その他製造業で１．２４，金属・非金属で１．５５

であった。これらの数字は，投下されている労

働が過剰であるよりは，むしろ不足しているこ

とを示唆する。以上のことから，過剰就業仮説

は少なくとも本標本については受け入れ難いと

考えられる。

雇用決定に関する計量分析の結果を，企業調

査の回答と比較してみよう。狭義の所有権改革

によって雇用を削減したと答えた企業は１００社

のうち２７社，不変と答えた企業が３８社にのぼる。

つまり，雇用を増やした企業の方が減らした企

業よりも多い。また８１社が，現在の雇用水準は

利潤極大化の観点から適正範囲（±２％）にあ

ると答えている。こうした経営者の判断は，単

純仮説が統計的に棄却されなかった事実と矛盾

しない。また工場長への経営権の移転が，すで

に１９８０年代央から始まっていた事実を想起すれ

ば，合理的な雇用決定が狭義の所有権改革以前

からなされていた，と考えてよいであろう。

４．推計結果の検討

表５によれば，鎮城までの距離の回帰係数は

繊維工業以外マイナスである。企業の販路が省

外にまで拡大している事実を勘案すれば，地元

市場へのアクセスは企業成果にとって重要なフ

ァクターとはなりえない。高速道路入口までの

距離の係数はプラスで，繊維工業については有

意である。工業団地ダミーの係数は，繊維工業

を除いて有意にプラスであるから，企業集積は

個別企業の生産性向上に寄与する。この点は，

江蘇省の県データを利用して集積の経済性の存

在を指摘した伊藤（２００３）と矛盾しない。省外

出荷比率の係数はプラスであるから，市場競争

は企業成果の向上に寄与すると考えられる。な

表４ 単純仮説に関するワルド検定の結果

繊維 繊維以外の製造業 金属・非金属

αL－αL’ ０．０３２（ ０．６） ０．２６７（ ２．１） －０．１４２（－０．８）

βLK－βLK’ ０．０４９（ １．８） －０．０５５（－０．３） ０．２１５（ ０．９）

βLt－βLt’ ０．０１６（ ０．９） －０．００４（－０．１） －０．１００（－１．５）

βLL－βLL’ －０．０８５（－１．６） ０．１２０（ ０．５） －０．２７０（－０．９）

χ２，p 値 ４．９９ ０．１７ ７．９８ ０．０９ ２．９５ ０．５７

（出所） 筆者作成。
（注） かっこ内は t 値。
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お，externalな要素のなかでは，省外出荷比率

の有意性が最も高い。

経営者の教育レベルと生産性の相関は金属・

非金属工業でマイナス，その他は有意にプラス

であった。勤続年数の効果は業種間で同じ傾向

を示すことはない。私有化主導ダミーの係数は

マイナスであるから，所有権の変化を地方政府

が主導した企業ほど生産性は低い。第Ⅱ節で述

べたとおり，所有権改革の最初のターゲットは

業績の悪化した企業であったが，私有化後にお

いても，業績良好な企業との生産性格差は完全

には解消されていない。銀行借入ダミーは，銀

行に対して借入金がある企業の方が，そうでな

い企業よりもパフォーマンスが良好であること

を示す。その因果関係は判然としないけれども，

銀行借入のある企業は例外なく不動産担保を取

られている。企業間の cross-subsidizing，地方

幹部を保証人とする無担保融資といった商慣行

表５ 生産関数の推計結果

繊維 その他製造業 金属・非金属

αL ０．５７４（２１．４） ０．４５６（１７．１） ０．７２３（ ９．１）

αK ０．３２２（ ９．３） ０．５３８（ ９．２） ０．３８３（ ４．１）

αt ０．００５（ ２．１） －０．０２５（－１．１） －０．０２７（－０．９）

βLK －０．０１９（－１．４） －０．１３８（－４．６） ０．０１２（ ０．１）

βLt ０．００９（ ０．９） ０．０１６（ １．３） －０．０６５（－２．０）

βKt －０．０１９（－２．２） －０．０３２（－２．７） ０．００３（ ０．１）

βLL －０．１０２（－４．２） ０．０９４（ ２．４） ０．００７（ ０．１）

βKK ０．０６６（ ４．３） ０．１８７（ ４．８） ０．１３９（ １．３）

βtt ０．０１５（ ０．９） ０．０２４（ １．４） ０．００４（ ０．２）

鎮城までの距離 ０．００４（ ０．９） －０．００５（－１．１） －０．０１５（－２．９）

高速道路入口までの距離 ０．００６（ ２．２） ０．００１（ ０．３） ０．００９（ １．５）

工業団地ダミー ０．００２（ ０．０） ０．３１５（ ５．１） ０．２７３（ ２．９）

省外出荷比率 ０．２０６（ ２．５） ０．６０３（ ７．０） ０．３４６（ ３．７）

代表取締役教育レベル・ダミー ０．１８６（ ３．２） ０．３２６（ ５．８） －０．０５１（－０．６）

代表取締役勤続年数 －０．５３６（－３．２） ０．１９５（ １．２） ０．３９２（ ２．３）

代表取締役勤続年数２ ０．２００（ ２．５） －０．０５６（－０．８） －０．０８６（－１．５）

私有化ダミー ０．０６５（ ０．９） ０．０７６（ １．１） ０．１９０（ ２．０）

私有化主導ダミー －０．２５７（－４．２） －０．２０５（－２．９） －０．１１８（－１．４）

銀行借入ダミー ０．３４１（ ５．８） ０．２１９（ ２．７） ０．１２４（ １．３）

R‾２ ０．９１ ０．９４ ０．８０

（出所） 筆者作成。
（注） かっこ内は t 値。
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がすでに消滅していれば，推計結果は銀行の事

前モニタリングをともなう信用供与，すなわち

企業予算のハード化を示唆する（注２０）。

私有化ダミーの係数はすべての業種でプラス

であるが，その有意性は必ずしも高くない。た

だし既述のとおり，郷鎮企業の事実上の所有権

改革は漸進的なプロセスであるから，その効果

を私有化ダミーだけで捉えることは困難である。

そこで，生産関数のシフト率（生産関数の時間

微分）を業種別の平均値として計算し，図１に

示した（注２１）。１９８０～９７年については，全国ベー

スの時系列データを用いてトランス・ログ生産

関数を推計した王（１９９９）からの引用である。

同氏の分析によれば，郷鎮企業の技術進歩率

は，１９８０～８４年の５．６％から９２～９７年の１．３％ま

で，一貫して低下している。ただし，そのこと

と所有権変化の関係について，王氏の論及は見

当たらない。筆者の推計結果に注目すれば，各

産業の生産性は，遅くとも１９９８年以降プラスに

転じ，その後加速的に上昇している。生産性の

上昇には autonomousな技術の向上，資本に体

化した技術革新などの貢献が含まれるから，こ

れをすべて所有権改革に帰着させることは無論

できない。

表６はタイム・トレンドを除外して生産関数

を再推計した結果である（ここでも単純仮説 H

は棄却されなかった）。労働，資本に関係する回

帰係数に大きな変化はなく，すべての回帰係数

について，符号の反転は見られない。ここで注

目すべきは，私有化ダミーの回帰係数と t 値が

繊維，その他製造業で著しく上昇している点で

ある．このことは，私有化の前後を分かつ年次

図１ 郷鎮企業の生産性の変化率

（出所） 筆者作成。

（注） 郷鎮企業平均は，王（１９９９）より引用した。
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ダミーとタイム・トレンドが，生産性に対する

同じ作用を捉えている可能性が高いことを示唆

する。さらにいえば，郷鎮企業の生産性は狭義

の所有権改革が行われた時期に上昇しており，２

つの計測結果（表５，６）はこの点で矛盾しな

い（注２２）。

結 論

本稿では，江蘇省宜興市で独自に収集された

データをもとに，所有権を変化させた郷鎮企業

の雇用決定，生産効率の変化を検討した。分析

の結論は以下のようにまとめられる。

�蘇南型�郷鎮企業の私有化は，郷村幹部か

ら工場長への経営権の委譲を皮切りに進められ，

次いで，株式合作制の下では，集団と個人が株

式をシェアする状況が生まれた。この過程で，

経営権と残余請求権の帰属先が部分的に分離し

たため，予算のソフト化，コミットメントの軟

化といったエージェンシー問題が露呈した。と

ころが，地方政府の財政悪化と税財政改革とを

動因として，集団資産の民間への売却が進行し

（有限責任公司の急増），所有と経営が再結合し

た結果，こうした問題に起因する非効率は消滅

する方向に向かったと考えられる。

実際に生産性の変化率（生産関数の時間微分）

表６ 生産関数の推計結果（タイム・トレンド無）

繊維 その他製造業 金属・非金属

αL ０．５６６（２０．８） ０．４５１（ １８．３） ０．７５５（１０．０）

αK ０．３５８（１０．０） ０．５１４（ ８．９） ０．３１６（ ３．７）

βLK －０．０１２（－０．８） －０．１７４（－１３．９） －０．０４５（－０．５）

βLL －０．１２３（－４．８） ０．１５５（ ７２．０） ０．１１７（ ０．９）

βKK ０．０７１（ ４．４） ０．１９９（ ６．０） ０．１３０（ １．３）

鎮城までの距離 ０．００２（ ０．４） －０．００７（－１．５） －０．０１３（－２．６）

高速道路入口までの距離 ０．００８（ ２．５） ０．００２（ ０．５） ０．００６（ １．０）

工業団地ダミー ０．０２１（ ０．２） ０．２８４（ ４．６） ０．２４２（ ２．４）

省外出荷比率 ０．２２４（ ２．５） ０．６１０（ ７．１） ０．３９６（ ４．１）

代表取締役教育レベル・ダミー ０．１８１（ ２．９） ０．３１７（ ５．６） －０．０２２（－０．３）

代表取締役勤続年数 －０．６１３（－３．３） ０．３１５（ ２．１） ０．２６７（ １．５）

代表取締役勤続年数２ ０．２６２（ ３．０） －０．１０１（－１．５） －０．０４８（－０．８）

私有化ダミー ０．２８５（ ４．９） ０．１１８（ ２．２） ０．１５６（ １．８）

私有化主導ダミー －０．２１１（－３．１） －０．１６２（－２．３） －０．１０８（－１．２）

銀行借入ダミー ０．３２５（ ５．０） ０．２１１（ ２．６） ０．１５０（ １．５）

R‾２ ０．９０ ０．９４ ０．８０

（出所） 筆者作成。
（注） かっこ内は t 値。
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は，１９８０年以降９０年代央まで一貫して低下した

が（先行研究に依る），その後上昇に転じている

（本分析）。残余請求権の民間への移転（狭義の

所有権改革）も効率性の上昇を有意に捉えてい

る。また，横断的に観察される生産性と省外出

荷シェアの正の相関は，市場競争が効率性改善

の別の要因であったことを強く示唆する。

生産性の上昇は，企業内部における誘因構造

の変化によってのみ達成されたわけではない。

１９９０年代央の税財政改革は所有権改革を制度的

に補完しており，企業予算のハード化，コミッ

トメントの強化を通して，企業の生産効率の向

上に寄与したと考えられる。残念ながら，後者

に関する実証は十分ではないけれども，こうし

た要因の総合的な作用により，郷鎮企業の私有

化は通念に反することなく，生産効率の改善に

寄与した。

最後に，生産関数分析は，かつて集団所有企

業に課せられていた社会的な責務，すなわち，

農村住民に対する雇用機会の提供が，完全に消

滅した事実を明らかにした。大胆に推論すれば，

経営権の工場長への委譲が始まった１９８０年代央

に，郷鎮企業の雇用政策は効率性重視へと転換

したと考えられる。

（注１） 中国では，株式の個人保有率が５０％以下で

ある企業を，集団所有企業と見なす。しかし，本稿で

は，地方政府が直接的に経営に関与する形態を集団所

有企業と呼び，株式（股�）合作企業とは区別する。

（注２） 郷村政府が郷鎮企業の持株会社としてモニ

タリング機能を果たす一方で，住民の所得向上，広域

市場の獲得をめぐり，たがいに競争するというメカニ

ズムを通じて，政府自身が有効なモニタリングに服し

ていた。その結果，集団所有企業についても効率的な

統治が維持されていた。これが�郷村政府持株会社

論�の概要である。市場獲得をめぐる政府関与につい

ては首肯しうるが，郷鎮企業の所有権が郷村幹部に集

中していた事実を重視すれば，そこで機能しているの

はモニタリングよりも，はるかに自己執行的なメカニ

ズムであると考えられる。Oiの議論については後述

する。

（注３） 以下第２項から第４項に掲げた項目，す

なわち�競争条件の確保�，�企業成長に対する誘因�，

�予算のソフト化とコミットメントの軟化�は，公有

企業の所有権改革と効率性の変化の関係を理論的に検

討した Stiglitz（１９９４，２３７―２３９）に依る。

（注４） 地方幹部の銀行経営への不当な介入は，

�諸侯経済�と呼ばれる経済の地方主義化を助長し，

過当競争，インフレーションを招来した。こうした状

態は金融改革が本格化した１９９０年代後半まで続いた

［Lardy 1998, chapter 4］。

（注５） 企業成長の鈍化，政府歳入の減少，地元経

済の停滞は最終的に幹部の名声失墜を意味するから，

彼らの私的利益は多くの部分で公共の利益と一致して

いた。もちろん，幹部の経済介入を淵源とする市場歪

曲が皆無というわけでは決してない。

（注６） 地方財政と農村工業化の関係については，

Song and Du（１９９０），Wong（１９９２）も同じ結論を導

いた。Lin and Liu（２０００）は，分権的な財政制度へ

の移行が経済成長を加速させたと述べている。

（注７）１９９０年代央まで，省から郷に至る地方政府

には，正規予算の他に予算外資金を徴収する権利が与

えられていた。前者は国家の財政制度に基づき使途が

指定されているのに対し，後者は地方政府が独自に徴

収を許された財源であり，営業料金，追徴金，上納利

潤などから成り，歳出は地方政府の裁量に任されてい

た。

（注８） 佐藤（１９９５）によれば，徴収基準が曖昧な

�費�，�攤派�といった地方政府への上納金は，企業

の投資計画にとって深刻な攪乱要因となっていた。

（注９） ホールド・アップ問題は，所有権の設定の

仕方が効率性に影響することを示唆する。Kung（１９９９，

１１１）は，地方政府との契約が反故にされ，分配が事

後交渉に持ち越された事例を紹介している。また，中

国の国有企業改革を論じている今井（２０００）は，外部
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モニタリングが弱い中国にあっては，経営者と所有者

を一体化させ，彼らに企業特殊的人的資本の形成を促

すことが，企業成長を促すひとつの方法であると指摘

する。さらに Che（２００２）は，次善の策として，地方

政府が企業のオーナーとなることで，地方政府自身の

rent-seekingを抑止できると主張する。

（注１０） Walder and Oi（１９９９）はこの概念を用い

て，郷鎮企業に特有な権利関係を明快に整理した。

（注１１） Wang（１９９０）によれば，１９８０年代後半ま

で，郷政府は工場長を任命し，企業業績を評価し，利

潤・生産の目標額を設定し，企業投資，労働配置と賃

金率とを決定し，銀行借入の保証人となり，その政治

力を背景に企業の販路を確保していた。こうした職権

は徐々に工場長に委譲されることになるが，郷村政府

は党（支部）書記によって一元的に統治されており

（一元的領導制度），彼らが経営者として企業を指導し

ていた。

（注１２） Chang and Wang（１９９４）は，一般住民と

地方幹部とが請求権を分け合うという意見であり，

Kung（１９９９，１０３）やWhiting（１９９９，１８７）は，帰

属先は地方政府にあるという意見である。一方，Weitz-

man and Xu（１９９４）は，それを特定することができ

ないと主張した。さらに Li（１９９６）は，曖昧な所有

権の設定が移行経済における取引費用の高さ，市場の

不確実性に対する必要かつ妥当な対応であるとする見

方を示した。

（注１３） 厳（２００２）は，市場経済の浸透が企業成長

に対する郷村政府の役割を低下させ，それが私有化の

原動力となったと述べている。しかし，郷村政府が集

団資産を放棄する具体的な理由が判然としない。

（注１４） 分税制とは地方税と国税とを明確に区別す

る税源配分を意味し，同時に�税利分流�（租税と利

潤配当の分離）を骨子とする［神野１９９９；Bahl１９９８；

World Bank 1997, Part II］。

（注１５） 江蘇省における郷鎮企業の所有権改革を研

究した包・
・徐（１９９８，１４）によれば，１９９４～９７年

の間，企業単位シェアを最も伸ばしたのは，代表取締

役が株式の大半を保有する有限責任公司である。また，

Dong, Bowles and Ho（２００２）でも，取締役への株式

の集中が指摘されている。

（注１６） 全国的な集計値で見ると，予算外資金は１９８０

年の後半から９０年代初頭にかけて正規予算と同額ある

いはそれを上回る規模であった［大橋２０００，６７］。

（注１７） 税財政改革により，地方政府の裁量権は大

幅に縮小したが，彼らは�総合規費�と呼ばれる独自

の予算を持つようになった。規模としては正規予算の

２０～２５％に及び，企業売上高の１．５％を徴収し，県政

府と郷・鎮政府とがシェアしながら地元の公共事業等

に支出する（２００１年３月江蘇省社会科学院および郷鎮

政府における筆者聞き取り）。

（注１８） 調査は２００１年６月から７月にかけて実施さ

れた。宜興市は４５の郷鎮からなり，標本となった企業

は１４の郷鎮に分散している。省政府の認可を得て調査

を行ったため，サンプリングの randomnessについて

は保証されておらず，ひとつの業種，外資系企業を調

査対象とすることができなかった。

（注１９） 丸川（２００２，１９３）によれば，非熟練工と

技術者については労働市場の広域化が進んだが，それ

以外の職種については労働力の流動性は依然として低

い。

（注２０） 資本の限界生産力は計測期間で低下傾向を

示すものの，２０００年時点で，繊維，その他製造業，金

属・非金属の各業種でそれぞれ，２０％，２１％，１５％で

あった。つまり貸出金利よりも高い。

（注２１） 総合生産性の変化率（TF
�

P）と生産関数

のシフト率（A
�

）の間には，規模弾力性（e）を介し

て，TF
�

P＝A
�

＋（e－１）X
�

の関係が存在する（X
�

は投

入財の変化率）。規模弾性の推定値としては，繊維工

業が０．９０，その他製造業が０．９９，金属・非金属工業が

１．１１（いずれも平均値）である。また，すべての産業

について生産要素投入が計測期間中で増加している。

したがって，繊維では TFPの成長率が生産関数のシ

フト率よりも低く，金属・非金属では高い。ただし，

TFPもシフト率と同じ上昇トレンドを示す。

（注２２） Jefferson and Singh（１９９９）は，国有企業

の所有権改革が有意性は低いけれども，生産性の向上

に寄与した点を指摘した。また劉（２００２b）の分析に

よれば，郷鎮企業の利潤率に関する年次ダミーの回帰

係数は，１９９５～９９年の間，徐々に上昇している。
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